　業務委託契約書

株式会社キャンパスクリエイト（以下甲とする）と株式会社○○(以下乙とする)は甲が乙に対して業務委託をすることに合意したので、以下の通り業務委託契約を締結する。
本契約締結の証として、本証書２通を作成し、甲・乙各記名押印のうえ各１通宛保管する。甲および乙は、これに代えて、本書の電磁的記に本契約末尾の締結者が電子署名を施し、各自その電磁的記録を保管することにより本契約の締結の証とすることができるものとし、この場合の契約締結日は電子署名完了日とする。

第１条（目的）
本契約は、甲が川崎市から受託した「量子実証 川崎モデル創出事業」の目的を達成するにあたり、乙を支援先採択事業者として選定することに甲乙が合意したため、「量子実証 川崎モデル創出事業」の目的達成に向けて甲が乙に業務委託を行うものとする。

第２条（内容）
第１条の目的を達成するために、甲および乙は下記の役割分担で業務を実施する。
１．甲は、乙が行う実証事業に対し、以下の支援を行う。
（1） 個別支援・技術的助言
　　- ロードマップの明確化、進捗管理・課題抽出、技術的な助言等、
　　  目標達成に向けた支援
（2） マッチング支援
　　- モデル事業推進における開発、実証実験、販路拡大の各段階で、
ニーズに応じたマッチング支援
（3） 情報発信支援
　　- 本事業の成果報告会の開催等により、モデル事業を広く情報発信
（4） 経費支援
　　- 本事業の実施に係る対象経費の全部または一部を負担
　なお、当該経費の支払いは必要な証憑資料の提出を条件とし、
当該資料が不十分な場合には、認められた範囲内に限り支払いを行うものとする。
２．乙は、川崎市内における量子技術を活用した社会実装の推進に向けて、乙が別途作成した提案事業の詳細及び経費詳細等（以下「提案事業の詳細等」とする）に従い、市内をフィールドとして社会課題の解決や新たなサービスの提供等につながる量子技術の活用を目指して実証業務（以下「委託業務」とする）を遂行する。なお、乙による委託業務は、業務準委任形態により実施されるものとする。
３．委託業務に関する日常的な連絡および情報共有は、乙のMicrosoft Teamsの利用環境が整っている場合は、甲、乙、川崎市担当課およびその他関係者を含めたMicrosoft Teamsを用いるものとする。ただし、甲乙協議のうえ合意した場合は、電子メールやその他の適切な手段を併用し、またはこれに代えて利用することができる。

第３条（経費）
１．甲は、乙に対し、本契約に基づく委託業務に要する乙の経費として、３，２５０,０００円（税込み）を上限に支払う。支払いは、委託業務の実施完了後、実際にかかった経費を甲乙ともに確認した月の翌月末までに、乙の指定する銀行口座に振込む方法で支払うものとする。なお、振込みにかかる手数料は、甲の負担とする。	Comment by 作成者: 採択金額に準ずる
２．乙は、金額や経費の使途を提案事業の詳細等で定めたものから変更する場合は、あらかじめ甲に報告するものとする。

第４条（定例報告）
１．本事業の進捗管理および情報共有のため、乙は、令和８年８月から令和９年３月までの期間において、原則として別途定める定例日時（例：毎月第１水曜日等）に、業務の実証状況に関する資料を作成し進捗報告を実施するものとする。なお、報告会の回数は期間中合計１０回程度を見込み、成果報告会の直前期等、必要に応じて実施頻度を調整できるものとする。
２．前項の報告会は、可能な限り川崎市の庁舎又は施設において対面形式で実施するものとするが、実施日時および方法について、当該日程での対応が困難な場合や特別の事情がある場合は、甲乙協議のうえ別途決定するものとする。
３．また、その他、甲が川崎市から本事業の進捗に関する報告を求められた場合、乙は甲と協議の上、第５条第１項に定める報告書の提出に加え、甲が指定する期限までに合理的な範囲内で必要な情報・資料を提出するものとする。

第５条（最終報告）
１．乙は、甲からの業務委託に対し、甲乙別途協議のうえ定める期限までに、報告書を甲に提出する。また、本契約期間内に成果報告会において委託業務の実施結果について発表を行うものとする。
２．本契約締結前から乙が保有するソフトウェアのアルゴリズム及び知見等に関する所有権、知的財産権その他の権利は乙に属するものとする。また、本契約の履行過程で生じた著作権、特許権その他の知的財産権についても、乙に帰属する。なお、経費の支払いがなされた時点で、乙が提出した報告書の所有権は甲に移転する。
[bookmark: _Hlk211622957]３．乙は、甲および川崎市に対し、「量子実証 川崎モデル創出事業」の目的の達成・普及・検証のために必要な範囲で、契約期間満了後も報告書および乙が開発したソフトウェア（別途乙が指定するソフトウェアに限られるものとし、以下「乙ソフトウェア」とする）を無償で利用する非独占的使用権を付与する。
４．川崎市は、本事業の成果を対外的に紹介する場面や、次年度以降の関連事業において成果報告書の内容をベースとして活用・言及できるものとし、乙はこれに同意する。
５．乙は、報告書、乙ソフトウェアおよびそれらの利用の結果について、甲および川崎市に対して何らの義務または責任（特定の目的への適合すること、応答性、可用性、有用性、完全性、正確性、確実性を含む一定の品質または性能を保持すること、第三者の権利を侵害しないこと等の保証を含むが、これに限られない）を負うものではない。
６．本契約期間満了後、川崎市または関連企業は乙と直接契約を締結し、乙ソフトウェアの継続利用、修補、メンテナンス、バージョンアップ、調査、情報提供その他の作業を依頼する場合がある。その場合の使用権等の扱いは、当該別契約において個別に取り決める。

第６条（誠実履行義務）
　　甲および乙は、本契約書に基づき、善良なる管理者の注意をもって各々の業務・役割を誠実に履行し、「量子実証 川崎モデル創出事業」の目的に資するため取り組んでいくものとする。

第７条（再委託）
乙は、委託業務の一部の作業を、乙の費用と責任において第三者に再委託（再々委託等を含む）できるものとする。ただし、再委託を行う場合には、その範囲および内容について、事前に甲および川崎市と協議の上、承諾を得るものとする。

第８条（機密保持）
１．甲および乙は、本契約に関して相手方から開示を受ける情報であって次の各号のいずれかに該当する情報（以下「機密情報」とする）を、機密として保持し、委託業務の目的以外に使用してはならず、本契約の有効期間はもちろん、契約期間終了後３年間も同様とする。また、業務を行う上で個人情報の保護に関する法律（平成１５年法律第５７号）に規定する個人情報（以下この条において「個人情報」とする）を取り扱う場合は、個人情報の保護を図るため、個人情報の漏えい、改ざん、滅失、毀損その他の事故を防止するための必要な措置を講ずることにより、個人情報について適正な維持管理を行わなければならない。さらに、個人情報については、契約期間終了後３年を経過した後も、社会的責務として継続的にその安全管理に十分留意し、漏えい等の防止に努めるものとする。
（１）秘密である旨が明示された技術資料、図面、その他関係資料等の有体物または電子データにより開示された情報
（２）秘密である旨を告知したうえで口頭にて開示される情報であって、かかる口頭の開示後１４日以内に、当該情報の内容を書面にし、または電子データとして記録し、かつ、当該書面または電子データにおいて秘密である旨を明示して提供されたもの

ただし、以下の各号に該当するものは機密情報から除く。
（1） 機密情報知得時に、すでに公知公用であることを証明し得るもの
（2） 機密情報知得時に、すでに自己が所有していたことを証明できるもの
（3） 自己の過失なくして公知になったもの
（4） 機密保持義務を負うことなく、第三者から適法に入手した情報
２．甲および乙は、必要最小限の範囲で自らの役員、従業員、および次に掲げる第三者（以下「第三者開示先」とする）に対してのみ、相手方の機密情報を開示し、利用させることができる。甲および乙は、第三者開示先に対して相手方の秘密情報を開示する場合、本契約に基づき自己に課された機密保持義務と同等の義務を第三者開示先に対して課すとともに、第三者開示先における義務の遵守について責任を負うものとする。
　　甲の第三者開示先：川崎市
　　乙の第三者開示先：前条に基づく再委託先
その他委託業務の遂行に不可欠な事業者（データ提供者、技術協力機関 等）
３．甲および乙は、本契約のために合理的に必要な最小限度の範囲で行う場合を除き、事前の書面による相手方の承諾を得ることなく、秘密情報を複製してはならない。また、甲および乙は、秘密情報を複製した場合、秘密情報を複製したもの（以下「複製物」とする）につき、相手方の秘密情報である旨の表示を付し、原本と同等の保管をする。
４．甲および乙は、事前の提供者の承諾を得ることなく、秘密情報について構造解析、組成分析その他の解析または分析行為を行ってはならない。
５．甲および乙は、秘密情報が不要となったとき、もしくは相手方から請求を受けたとき、または本契約が終了したときは、すみやかに相手方の指示に従い、秘密情報（複製物を含む）を返還または廃棄しなければならない。

第９条（権利義務の譲渡禁止）
　甲及び乙は、書面による相手方の承諾を得た場合を除き、本契約から生ずる権利、義務の全部又は一部を第三者に譲渡し、又は担保に供してはならない。

第１０条（解約）
甲及び乙が、次の各号の事由のいずれかに該当した場合には、相手方は文書で通知することにより、本契約を解約することができる。この場合、委託業務の経費の一部が甲から乙に支払われているときは、その返還等につき、別途甲乙協議の上決定する。
（1） 本契約に違反したとき
（2） 第三者より差押え、仮差押え、仮処分、その他強制執行若しくは競売の申立て、
又は公租公課の　滞納処分を受けたとき
（3） 支払停止若しくは支払不能の状態に陥ったとき、又は不渡り処分を受けたとき
（4） 破産手続開始若しくは、民事再生又は会社更生手続開始の申し立て等の事実が生じたとき
（5） 信用資力の著しい低下があったとき、又はこれに影響を及ぼす営業上の重要な変更があったとき
（6） 解散の決議をし、又は他の会社と合併し、本契約における義務の履行が困難となったとき
（7） 前各号に準ずる不信用な事由があったとき。

第１１条（損害賠償）
甲及び乙は、本契約に違反し相手方に損害を与えた場合、当該相手方に対し、本契約金額（第３条第１項に定める経費の上限額をいう）を上限としてその損害を賠償するものとする。甲及び乙は、請求原因または法律上の構成の如何を問わず、当事者の責めに帰すことができない事由から生じた損害、当事者が予見すべきであったか否かを問わず特別の事情から生じた損害、間接損害、拡大損害および逸失利益（予想されるコスト削減分を含む）については、賠償義務を負わないものとする。

第１２条（反社会的勢力の排除）
１．甲及び乙は、相手方に対し、次の各号の事項を表明し、保証する。
　（１）自らが、暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団員でなくなったときから５年を経過しない者、暴力団関係企業、総会屋、政治活動・宗教活動・社会運動標榜ゴロ、特殊知能暴力集団その他これらに準ずる者（以下、総称して「反社会的勢力」とする）に該当しないこと
　（２）反社会的勢力に自己の名義を利用させ、本契約を締結する者でないこと
　（３）自ら又は第三者を利用して、次の行為をしないこと
　　　　ア　相手方に対する脅迫的な言動又は暴力を用いる行為
　　　　イ　偽計又は威力を用いて相手方の業務を妨害し、又は相手方の信用を毀損する行為
２．甲及び乙が、次の各号のいずれかに該当した場合は、相手方は、何らの催告なしに本契約を解除することができる。
　（１）前項第１号の確約に反する申告をしたことが判明した場合
　（２）前項第２号の確約に反し契約をしたことが判明した場合
　（３）前項第３号の確約に反する行為をした場合
３．甲及び乙は、前項により本契約を解除したことにより当該解除された当事者に損害が生じたとしても、一切の損害賠償義務を負わないものとする。

第１３条（別途協議）
本契約に取り決めのない事項又は本契約書の条項に疑義が生じた事項については、その都度甲、乙で誠意をもって協議のうえ決定する。

第１４条（契約期間）
この契約に基づく業務委託の期間は、令和８年８月１日から令和９年３月２６日まで有効とする。

第１５条（準拠法及び合意管轄）
１．本契約の準拠法は日本法とし、日本法によって解釈されるものとする。
２．本契約について訴訟の必要が生じた場合には、訴額等に応じて、被告の本店所在地を管轄する地方裁判所または簡易裁判所を専属的合意管轄裁判所とする。



（契約締結の日付が入ります）

（甲）　東京都調布市調布ケ丘一丁目５番地１　電気通信大学内　
株式会社キャンパスクリエイト
　　　　代表取締役   髙橋　めぐみ


（乙）　住所
　　　　株式会社○○
　　　　役職　氏名

